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執行務のための警察行政法をこの１冊で！執行務のための警察行政法をこの１冊で！

　昭和52年警察庁入庁。徳島県警察捜査二課長、京都府警察捜査二課長、内閣法制局第一部参
事官補、警視庁公安総務課長、警察庁総務課企画官、秋田県警察本部長、警察庁運転免許課長、
警察大学校警察政策研究センター所長、内閣参事官（内閣情報調査室国内部主幹）、警察大学校
特別捜査幹部研修所長、福岡県警察本部長、早稲田大学客員教授等を経て、平成25年1月、警察
大学校長を最後に退官。現在、京都産業大学法学部教授、社会安全・警察学研究所長。警察大学
校講師。弁護士（虎門中央法律事務所）。公益財団法人犯罪被害救援基金専務理事。
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確認質問・発展質問の解答をウェブで掲載。さらなる理
解を助けます（裏面参照）。

5 スマホ・タブレットで聴ける本文AI音声読み上げ
機能付き（裏面参照）。

項目ごとに重要ポイントを示し、すっきり読めます。

わかりやすい２部構成
図やチャートを多用し、やさしい表現を心掛けています。

第1部は「職務執行のための警察行政法」として実務のた
めに必要十分な内容とし、第2部は「適正な職務執行の基
盤となる警察行政法」として、今どうしても知っておい
て欲しいと思える基礎知識だけに内容を絞っています。
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必要性・有用性が高いときもあるでしょう。

　声をかけた相手方の反応や応答によって、その後の行動は異なって
きます。特に問題なく協力を得ることができ、説明も特に疑われるよ
うな状況がないときには、協力に感謝しつつ質問を終了することにな
ります。これに対し、警察官の質問を逃れようとして、不審な行動を
とっているときや、応答に不審な事柄が含まれてくるときは、他の状
況と合わせて、前記の 2の不審者に該当するようになるときもあるで
しょう。質問の過程で何らかの法律違反が分かったときも、他の犯罪
行為もしている可能性を考える上で参考となってきます。 2で述べた
不審者に当たることになった後は、法律に基づく質問に移行すること
になります。
　法の要件を満たしていない段階での質問（声かけ）の警察の責務達
成上の必要性の程度は、状況に応じて異なりますが、法の要件を満た
した場合ほど大きくはありません。第 2節で述べるような相手方にか
なりの負担を負わせるような実力行使を伴う説得などは行うことはで
きません。比例原則に照らすと、以下の図のようになります。

警職法 2条の要件を
満たした者 対　　象

軽度なものに
限り可

警職法 2条の要件を
満たしていない者

原則不可実行行使

職務質問 声かけ

要件を満たしていなくても、警戒活動や防犯
指導の一環として声かけすることはOK

音声サンプルはこちらから▶
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1　「精神錯乱者等の保護」の意味と目的

　警察官職務執行法 3条は、警察官の保護の権限を規定しています。
精神錯乱者等（精神錯乱者又は泥酔者）の保護と、その他の要救護者
の保護とは、法文上は区別されていませんが、法的な性質が大きく異
なるので、本書では分けて解説することとし、この節では、精神錯乱
者等（ 1号該当者）の保護について説明します。
　精神錯乱者等の保護は、精神が正常でない状態にあるために、自分
の安全を保つことができなくなっている人について、その人の安全を

精神錯乱者等の保護第1節

● 相手方の意思とは無関係に保護することがで
きる（保護しなければならない。）。

● 必要な場合には、物理的な強制手段を使い、強
制として行うことができる。

● 本人の安全確保のためのものであり、他の目
的のために行ってはならない。

保　護
　この章では、警察官職務執行法3条に定める2種類の保護と、
法に規定されていない保護について説明します。いずれも、対
象者個人の生命・身体を守るために、一時的な措置として行わ
れるものです。可能な措置の範囲は、対象者によって大きく異
なることに注意が必要です。
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AI音声読み上げ機能も！
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ウェブ掲載とすることで、法改正等を
踏まえた最新情報の提供が可能に！

警察行政法解説
全訂

警察行政法解説の最高峰！令和4年警察法改正
に対応済。昇任試験対策にも絶大な信頼感！！

〔第三版〕

好評発売中！
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□  犯罪が特定されている場合には職務質問ではなく、捜査になる
のではないのか？

□  刑事未成年者は刑罰対象にならないが、職務質問の対象とする
ことができるか？

□  質問の途中で預かったものは、求められたらすぐに返さない
といけないのか？

□  物を投げ捨てたり、飲み込もうとしたりする行為を制止するの
と、所持品検査とはどう異なるのか？

□  同行要求として法律に規定されている場合と、そうでない場合
とはどう異なるのか？

□  警察官を避けようとする行動が「異常な挙動」に当たるとされ
たのにはどのような事例があるか？

□  総合的に考慮して職務質問の要件に該当するとされたものに
はどのような事例があるか？

□  実力行使が任意の範囲か強制かを分けるのはどのようなとこ
ろか？

□  ホテルの部屋に居る者も職務質問の対象になるか？　職務質
問のためにドアを開けておく措置を講ずることができるか？

□  犯罪を特定しない段階での供述拒否権告知は不要だと分かる
が、特定すれば必要になるのではないか？

解答・解説は
こちらから確 認 質 問

解答・解説は
こちらから発 展 質 問

二次元コードを読み取る
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